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民間放送のコーポレート・ガバナンス強化策（案） 

高い公共性の発揮が求められる民間放送には、公正で透明な事業運営が不可欠である。一

般社団法人日本民間放送連盟（民放連）は、会員各社がより信頼される存在になることを目

指して「民間放送ガバナンス指針」を制定し、それを踏まえたガバナンス強化活動を実施す

る。 

１．「民間放送ガバナンス指針」の制定 

「民間放送ガバナンス指針」（案） 

＜基本理念＞ 

民間放送は、公共の福祉、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現

に寄与することを使命としている。また、知る権利にこたえて健全な民主主義の発展に資

することが民間放送の重要な職責である。この使命や職責を確実に果たすためには、放送

の自主自律を堅持しつつ、人権尊重の徹底、法令や社会規範の遵守など、社会から信頼さ

れるガバナンスを確立することが不可欠である。 

民放連会員社は、民間放送の持続可能性を高めるために、以下の基本原則に則り、自ら

体制等を整え、社会に説明する責任を果たしていくこととする。なお、社会の価値観や事

業環境の変化などに応じて、本指針の見直しを随時行う。 

＜基本原則＞ 

1. 公共性の発揮

(1) 国民共有の財産である電波を預かって事業を展開していることを自覚し、公共の福

祉の実現に寄与する。

(2) 公正な報道を旨として、知る権利にこたえて健全な民主主義の発展に貢献する。

(3) 放送法で求められている災害放送や視聴覚障害者向け放送を実施する。

(4) 地域ジャーナリズムの担い手、地域の情報・文化センターとしての機能を果たす。 

2. 人権尊重の徹底

(1) 事業活動全般において人権尊重を徹底する。

(2) 人権が尊重される社内体制を構築して、継続的に改善を行う。
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3. 法令や社会規範の遵守 

(1) 高い公共性が期待される放送事業者として、法令や社会規範を遵守する。 

(2) 役員・社員は高い倫理観と職業意識を養い、公正で透明な事業活動を行う。 

4. 透明性の向上 

(1) 社会全体がステークホルダーであるという放送事業の性格を踏まえて、企業経営に

かかわる諸情報 （企業理念、役員の構成、基本的な財務情報など）の積極的な開示

を行い、透明性を向上する。 

(2) 自律が独善に陥らないように、幅広いステークホルダー（視聴者 ・リスナー、広告

主、取引先、従業員、地域社会など）との対話の回路を強化する。 

5. 適切な経営体制の確立 

(1) 取締役会は、株主からの負託にこたえて、関係者との取引関係も含めて適切な事業

運営が行われるように業務執行を監督する。直接の業務執行を行わない社外取締役

や監査役の役割は、特に重要である。 

(2) 会員社の代表者は、本指針適用の責任を担う。また、ガバナンス不全が疑われる重

大な事案が発生した場合には、必要な情報開示を行いながら、信頼回復に向けた施

策を積極的に講じる。 

 

＜モニタリング＞ 

会員社は、本指針の適用状況を自主的に点検し、毎年１回公表する。民放連は各社の開

示状況を集約して公表する。 

公表する事項や方法は、会員社が取締役会の決議を経たうえで自主的に決定する。ただ

し、基本原則「４．透明性の向上」にもとづく、経営情報の開示については民放連がフォー

マットを作成して、各社はそれに基づいて情報の開示を行う。 

民放連は公表に関して、会員社からの問い合わせに応じるなどサポートを行う。 

（2026年１月22日制定を予定） 

 

２．ガバナンス強化活動 

（１）民放連定款の変更 

民放連が行う「事業」を定めた定款第４条を変更し、会員社のコーポレート・ガバナンス

向上にかかわる活動を実施することを明確にする。 

 

（２）「ガバナンス検証審議会」の設置 

会員社のガバナンスの向上を支援するとともに、会員社のガバナンス不全が民間放送全体
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の信頼を傷つけるような事態に備えて、外部専門家を議長とする「ガバナンス検証審議会」

（以下、審議会）を2025年度末までに新設する。審議会は外部専門家３名、会長、副会長６

名（在京キー局代表者、ラジオ委員長）、専務理事をメンバーとする。 

審議会は、民間放送全体に影響を及ぼすおそれのあるガバナンス上の重大な不祥事が会員

社に発生した場合、当該社に対して事案に関する報告を求めるとともに、原因究明や再発防

止に対する助言を行い、是正措置の策定を求める。審議会は、ガバナンス不全の程度、当該
社の対応の妥当性、民放連としての処分等の必要性などについて審議し、その結果を理事

会に報告する。理事会はこれを尊重して対応を決定する。審議会の開催状況は公表する。 

 

（３）ガバナンス向上活動の実施 

民放連は、審議会の意見や助言を踏まえて、日常的なガバナンス向上活動を実施する。具体

的な取り組みを以下に例示する。 

①  会員社のガバナンス指針の適用状況に関する集約と開示。 

② 会員社がガバナンス指針を適用する際に参考となる資料の作成。 

③ 会員社のガバナンス強化に関するベストプラクティス例を定例的に調査・共有し、公

表する。 

④  人権尊重、法令遵守体制の構築にあたって有用な資料を作成し、また役員や社員を対

象にした研修を実施する。 

⑤  各社の取締役、監査役を対象としたガバナンスに関する研修等を実施する。 

⑥  民放連としてガバナンスに関する外部専門家と契約し、日常的なガバナンス向上活動

に関する会員社への助言を行う相談窓口を設ける。 

以  上 




